
 

 

 

 

 

 

平成２７年第７回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

１ 日 時  平成２７年６月２５日（木）１３：３０～１５：２０ 

２ 会 場  教育委員会 会議室 

３ 出席者  田口委員長職務代行・山本委員・栗原委員・浅井教育長・ 

教育次長（管理担当）・教育次長（指導担当）・ 

管理課長兼生涯学習課主幹・学校教育課長・生涯学習課長・ 

体育振興課長・人権教育推進室長 

４ 傍聴者  １名 

 

 

 



 

 

委員長職務代行：ただいまより、平成２７年度第７回目の相生市教育委員会定例会 

を始めさせていただきます。本日は委員長がどうしても都合がつかないと 

いことで急遽、委員長の職務代理で田口が議事進行の方を務めさせていた 

だきます。よろしくご協力の方、お願いいたします。本当に暑い日が続い 

てますが、お身体の方みなさん気を付けて、職務に励んでいただきたいと 

思います。本日の、議事録署名委員は栗原委員さんにお願いします。 

 

栗原委員：はい。 

 

委員長職務代行：事務局より出席職員の報告をお願いします。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：両教育次長、各課長、管理課企画総務係書記が出席して

おります。また、本日 1名の傍聴の申し出がありましたので、許可してお

ります。以上でございます。 

 

委員長職務代行：それでは次に経過報告を教育長よりお願いいたします。 

 

 

教育長 ：それでは、５月２６日の第６回教育委員会定例会以降の、主な経過につき 

ましてご報告させていただきます。資料の方をお開き願います。 

      （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

5/ 27 第 1回相生市学校給食会総会 

5/ 30  ペーロン祭協賛野球大会・バレーボール大会 

5/ 31  ペーロン祭協賛野球大会・バレーボール大会・弓道大会 

6/ 1  相生っ子学び塾（英語）開講 

6/ 4  兵庫県女性教育委員の会 総会・研修会（姫路市） 

6/ 4  赤穂地区更生保護女性会総会 

6/ 6  相生小、相生幼、那波小、双小、中小運動会 

6/ 8  中学校トライやるウィーク（～12日まで） 

6/ 9  那波小水泳指導開始（温水プール利用延べ６日間） 

6/ 11 平成２７年第３回定例市議会 

6/ 13 相生っ子学び塾（珠算）開講 

6/ 19 教科書展示会開始（～７月５日）市立図書館 

6/ 19 ケータイ・スマホ教室 

6/ 20 相生市少年親善剣道大会 

6/ 24 平成２７年第３回定例市議会 

 



 

 

委員長職務代行：ありがとうございました。なにか補足説明がありますでしょうか。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：補足ではございませんが、先ほど教育長にご説明いただ 

きました、定例市議会の一般質問の要旨と答弁書をお配りしております。 

後程ご清覧下さい。 

 

委員長職務代行：経過報告について何か質問はありますか。無いようですので引き 

続き議事の方に入らせていただきます。議事の議決事項、『議第１７号、 

相生市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定につ 

いて』をお願いします。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：それでは、『議第１７号、相生市教育委員会事務局事務 

分掌規則の一部を改正する規則の制定について』ご説明を申しあげます。 

あわせて議案参考資料の 2ページの方に新旧対照表つけておりますので 

こちらの方もご清覧いただきたいと思います。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：（提出議案に基づき説明） 

 

委員長職務代行：ありがとうございました。それでは、議第１７号について、何か 

質問等がございましたらどうぞ。 

 

委員全員：特にございません。 

 

委員長職務代行：それでは、特に無いようですので、原案可決ということにいたし 

ます。引き続きまして『議第１８号相生市文化会館の設置及び管理に関す 

る条例施行規則の制定について』説明をお願いします。 

 

生涯学習課長：（提出議案に基づき説明） 

 

委員長職務代行：ありがとうございました。それでは、議第１８号について、何か 

質問等がございましたらどうぞ。 

 

委員長職務代行：今、既にピアノがありますけれども、新しく購入するとピアノが 

２台になるのでしょうか。 

 

生涯学習課長：その予定でございます。 

 

委員長職務代行：他に無いようですので、原案可決ということにいたします。それ 



 

 

では次にその他の方に移りたいと思います。『５月分の学校事故発生状況 

報告、不登校等の状況報告、いじめの現状報告』をまとめてお願いします。 

 

学校教育課長：（提出資料に基づき説明） 

 

委員長職務代行：ありがとうございました。それでは、５月分の学校事故発生状況 

報告、不登校等の状況報告、いじめの現状報告の３項目について、何か質 

問等がございましたらどうぞ。 

 

委員長職務代行：学校事故６月２３日現在、無くて良かったですね。運動会のシ 

ーズンの前は、練習で怪我等が散見された様な気がするのですが、秋にす 

ると何かあるのでしょうか。 

 

学校教育課長：子ども達の疲れとかいうのは、ある程度は影響があるのかもしれませ 

んが、また分析、調査等してみたいと思います。 

 

委員長職務代行：他に特に無いようですので、次に移らせていただきます。『学校教 

育審議会について』お願いします。 

 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：『学校教育審議会について』ご説明させていただきたい 

と思います。平成２７年度も平成２６年度と同様、学校教育審議会を開催 

させていただきます。開催時期は７月下旬からということで予定しており 

ますが、その審議内容についてですが、今年度は相生市教育振興基本計画 

の見直しについてを審議していただくこととなっております。この、相生 

市教育振興基本計画につきましては、平成２３年度に策定し、そこから推 

進している相生市の教育の方向性を示した１０年計画であります。この計 

画は、５年目を今年度で迎えますので、今の社会情勢や教育環境の変化、 

それから様々な新しい事業も取り組んでおりますのでそういった事など 

を踏まえ、残りの５ヵ年をより実効性のあるものにしようということで、 

現状に合わせた見直しを行うものであります。委員につきましては昨年度 

と同様小中一貫基本計画を制定して頂き審議していただいた同じ１２人 

のメンバーで開催させていただくということで進めております。１１月に 

は答申をいただきこの教育委員会定例会や総務文教常任委員会にもその 

内容をご報告させていただき、その後パブリックコメントなどを経まして 

平成２７年度中には策定させていただく予定で進めさせていただきます。 

 

委員長職務代行：はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質 



 

 

問等ございませんか。無いようですので、次の『仮称・相生市文化会館に 

ついて』お願いします。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：（提出資料に基づき、主だったものを報告） 

 

委員長職務代行：はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質 

問等ございませんか。 

 

委 員 ：ホールでの飲食禁止とは、ホールの大・中・小の全部でしょうか。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：申し訳ありません、大ホールです。小・中ホールは飲食 

可ということです。 

 

委員長職務代行：他に無いようですので、次の『７月分行事予定報告』お願いしま 

す。 

 

各課長      ：（資料に基づき、主だったものを報告） 

          ７月の定例会は ７／２４（金）１３：３０～ 

          ８月の定例会は ８／２４（月）１３：３０～ 

 

委員長職務代行：はい、ありがとうございます。それでは、その他なにかあります 

でしょうか。 

 

体育振興課長：今お手元の方に、平成２７年度の相生市社会体育推進施策の冊子をお 

配りしております。平成２７年度のスポーツ施策に関する冊子でございま 

すので、またご一覧をお願いいたします。以上でございます。 

 

委員長職務代行：はい、ありがとうございます。他にありますでしょうか。 

 

学校教育課長：県の指導の重点と各学科の学校要覧を入れさせていただいております 

ので、また学校訪問等の際にお使いいただけたらと思います。 

合わせまして、平成２７年の学校訪問日の日程が決まってまいりました。 

これからまた、教育委員の皆様の出席につきまして調整をさせていただき 

たいと思っております。今回、委員長がおられませんので次回の定例会の 

時に調整させていただきます。 

 

生涯学習課長：先程、経過報告の中で触れさせていただきました、神戸での事件の出 

版の件で新聞記事の方を付けさせていただいております。対応につきま 



 

 

しては、教育長が申しあげたとおり、相生市の図書館につきましては本 

の購入はしないということと合わせまして、相生市の図書館の方から、 

例えば他の図書館が購入した場合、相互貸借という形で貸出等できる対 

応などがありますが、本件につきましては図書館ではしないという方向 

性がでておりますので、そういう依頼があっても対応しないということ 

で行いたいと考えております。また、本を寄付するといったことがあっ 

たとしても対応しないということになっております。現在のところ、す 

べての館で対応はできておりませんけれども、近隣の状況といたしま 

しては、上郡町は本の購入はいたしたということになっております。赤穂 

につきましても、本は購入いたしましたが、施設内での閲覧ということで 

貸出はしないということで聞いております。これについての対応は様々で 

すが、相生市についてはご遺族の心情であったりとか、一般の書店等が配 

置をしないところもある中で、相生市教育委員会では配置をしないという 

方向でいきたいと考えておりますので、ご理解お願いいたします。 

 

委員長職務代行：はい、ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：耐震工事の関係で矢野小学校、相生小学校、那波小学校 

の耐震につきまして、それから若狭野小学校、相生小学校の体育館の吊り 

天井の改修。これらの耐震の工事５件が、今年度大きなものとして予定さ 

れておりましたが、６月に入りまして入札がありました。無事５件とも落 

札されましたのでご報告申し上げます。 

このまま順調に工事が進みますと、今年度中にすべての小・中学校で耐震 

化が完了となります。 

 

管理課長兼生涯学習課主幹：（他市町教育委員の異動について、女性教育委員の会総

会並びに研修会の開催について） 

 

委員長職務代行：他にはございませんか。無いようですので、これで第７回の相 

生市定例会を閉めさせていただきます。どうも、ご協力ありがとうござい 

ました。 

 

１５：２０ 終了 


